
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 識別子と、次に受け取るべき制御パケットに対応する識別子である次識
別子とを含む
　
　 受け取った の識別子と、 直前に受け取った におけ
る次識別子とを比較し、上記新たに受け取った の識別子と、上記直前に受け
取った における次識別子とが同じであれば、新たな制御内容の上記制御パケ
ットを受信したことを判断する
　 、上記制御パケット比較手段が判断す
ると、上記 受信した制御パケットが具備する上記制御情報の内容を実行する制御実
行手 ；
　を有することを特徴とする 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、迅速処理で、制御パケットを端末間で伝送する制御パケット伝送システムに

関する。
【０００２】
【従来の技術】
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図８は、従来の制御パケット伝送システム５００を示すブロック図である。
【０００３】
図８に示すように、従来の制御パケット伝送システム５００において、制御のための情報
が入れられた情報制御パケットＰ５が、ネットワークＮＷを介して、送信側端末ＴＲ５か
ら、複数の受信側端末ＲＥ５Ａ、ＲＥ５Ｂ、……、ＲＥ５Ｎのそれぞれに送られ、受信側
端末ＲＥ５Ａ～ＲＥ５Ｎにおいて、所定の制御が行われている。
【０００４】
この場合、上記従来例では、複数の受信側端末ＲＥ５Ａ～ＲＥ５Ｎへの制御パケットＰ５
の送信は、受信側端末ＲＥ５Ａ～ＲＥ５Ｎのうちの１つ毎に、順次行われ、パケットが失
われる可能性がある。
【０００５】
上記のように、パケットが失われる場合として、通信路のトラフィックが多すぎて送信で
きないパケットが生じた場合、通信路中の中継装置（ルータ等）のバッファを超えるパケ
ットが来たので中継できないパケットが生じた場合、受信側の受信バッファのサイズを超
えるパケットが来たので処理できないパケットが生じた場合等が考えられる。
【０００６】
したがって、複数の受信側端末ＲＥ５Ａ～ＲＥ５Ｎへ制御パケットＰ５を送信する場合、
その送信の確実性を維持するために、「パケットを受信した」という応答を、受信側端末
に実行させ、応答が受信側端末から返送されるまで、制御パケットを再送する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のように、「パケットを受信した」という応答を、受信側端末に必ず実行さ
せ、受信側端末から上記応答が返送されるまで、制御パケットを再送するようにすると、
全体の送信が終了するまでに必要な時間が極めて長いという問題がある。
【０００８】
また、上記従来例では、制御パケットＰ５の送信を、受信側端末ＲＥ５Ａ～ＲＥ５Ｎ毎に
一斉に行う場合にも、輻輳等のために、制御パケットＰ５が失われる可能性があるという
問題がある。
【０００９】
本発明は、複数の受信側端末へ制御パケットを送信する場合、制御パケットを、迅速かつ
確実に、端末間で伝送することができる制御パケット伝送システムを提供することを目的
とするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　

【００１２】
【発明の実施の形態および実施例】
図１は、本発明の第１の実施例である制御パケット伝送システム１００を示すブロック図
である。
【００１３】
制御パケット伝送システム１００は、送信側端末ＴＲ１と、受信側端末ＲＥ１と、ネット
ワークＮＷとを有する。
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本発明は、制御パケットの識別子と、次に受け取るべき制御パケットに対応する識別子
である次識別子とを含む制御パケットを受信する制御パケット受信端末であって、制御パ
ケットを受け取るパケット受信手段と、新たに受け取った制御パケットの識別子と、その
直前に受け取った制御パケットにおける次識別子とを比較し、上記新たに受け取った制御
パケットの識別子と、上記直前に受け取った制御パケットにおける次識別子とが同じであ
れば、新たな制御内容の上記制御パケットを受信したことを判断する制御パケット比較手
段と、新たな制御内容の制御パケットを受信したことを、上記制御パケット比較手段が判
断すると、上記新たに受信した制御パケットが具備する上記制御情報の内容を実行する制
御実行手段とを有することを特徴とする制御パケット受信端末。



【００１４】
送信側端末ＴＲ１は、互いに同一の制御情報と、互いに同一の識別子とを持つ制御パケッ
トＰ１を複数回ずつ送信する端末である。そして、制御パケットＰ１における制御情報を
変更した場合には、識別子も一緒に変更する。
【００１５】
図２は、上記実施例における制御パケットＰ１の構成例を示す図である。
【００１６】
なお、制御パケットＰ１における制御情報は、具体的には、
▲１▼　休止中（スタンバイ状態）の受信端末を起動する起動コマンド、
▲２▼　端末を休止状態にさせる休止コマンド、
▲３▼　画面にメッセージ等の表示を要求する表示コマンドと表示データ、
▲４▼　特定のサーバへデータを取りに行き、後はそのデータに従うように要求するジャ
ンプコマンド、
▲５▼　送信側がダウンしていないことを端末に知らせるハートビートコマンド
等である。なお、第２の実施例以降における制御情報の具体例は、上記と同様である。
【００１７】
受信側端末ＲＥ１は、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ１を受信し、制御する
端末であり、パケット受信部１１と、識別子記憶部２１と、制御部３１と、制御命令実行
部４１とを有する。
【００１８】
パケット受信部１１は、ネットワークＮＷから制御パケットＰ１を受け取る部分であり、
識別子記憶部２１は、制御パケットＰ１の識別子を記憶する部分である。
【００１９】
制御部３１は、受け取った制御パケットＰ１中の識別子（新識別子）と、識別子記憶部２
１に記憶されている識別子（旧識別子）とを比較し、両者が異なると、受け取った制御パ
ケットＰ１の新識別子を、識別子記憶部２１に記憶させ、受け取った制御パケットＰ１に
含まれている制御命令を出力する部分である。
【００２０】
制御部３１は、新たに受信した上記制御パケットとその直前に受信した上記制御パケット
とを比較する制御パケット比較手段の例である。
【００２１】
制御命令実行部４１は、受け取った制御パケットＰ１を実行する部分である。
【００２２】
つまり、制御命令実行部４１は、新たに受信した制御パケットと直前に受信した制御パケ
ットとが異なることを、制御パケット比較手段が判断すると、上記直前に受信した制御パ
ケットが具備する上記制御情報の内容を実行する制御実行手段の例である。
【００２３】
次に、制御パケット伝送システム１００における制御動作について説明する。
【００２４】
まず、送信側端末ＴＲ１は、同一の制御情報を持つ制御パケットＰ１を複数回ずつ送信す
る。つまり、制御パケットＰ１が通信路内で消失する可能性があるので、制御パケットＰ
１を複数回ずつ送信する。なお、制御パケットＰ１には、制御情報の同一性を判断するた
めの識別子が含められている。
【００２５】
受信側端末ＲＥ１は、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ１をパケット受信部１
１で受け取ると、制御部３１は、受け取った制御パケットＰ１の識別子と、既に受け取っ
た制御パケットＰ１の識別子とを比較する。
【００２６】
上記比較の結果、両識別子が互いに異なると判断すると、新たな制御内容の制御パケット
Ｐ１を受け取ったと判断する。
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【００２７】
なお、送信側端末ＴＲ１では、既に送信した制御パケットに含まれている制御情報と異な
る制御情報を送る場合、新たに送る制御パケットＰ１に含められる制御情報を、新たな制
御情報に変え、また、新たに送る制御パケットＰ１に含められる識別子を、新たな識別子
に変えて送信する。
【００２８】
そして、受信側端末Ｅ１では、制御命令を出力する制御命令実行部４１が、上記新たな制
御パケットＰ１であると判断された制御パケットＰ１に含まれている制御命令を、実行す
る。
【００２９】
一方、新たな制御内容の制御パケットＰ１を受け取ったと判断すると、識別子記憶部２１
は、新たな制御パケットＰ１中の識別子を記憶する。
【００３０】
受け取った制御パケットＰ１の識別子が、既に受け取った制御パケットＰ１の識別子を持
っていることを、制御部３１が判断すると、制御パケットＰ１は、既に受け取り済みであ
るとして、無視される。
【００３１】
次の制御パケットＰ１を新たに受け取ったときにも、新たに受け取った制御パケットＰ１
の識別子と、識別子記憶部２１に記憶されている識別子とを比較し、両識別子が互いに異
なれば、新たに受け取った制御パケットＰ１に対応する制御命令が実行され。受信側端末
ＲＥ１が複数、存在する場合に、他の受信側端末ＲＥ１でも、上記と同様の処理を実行す
る。
【００３２】
制御パケット伝送システム１００によれば、制御パケットを端末間で伝送する場合、従来
例のように「パケットを受信した」という応答を受信側端末に実行させる必要がないので
、全体の送信が終了するまでに必要な時間が短くなり、その伝送処理が迅速で確実であり
、また、複数の制御命令を決まった順序で実行することができる。
【００３３】
なお、送信側端末ＴＲ１は、必ずしも、制御パケットＰ１を複数回ずつ送信する必要はな
い。また、第２の実施例以降においても、送信側端末は、必ずしも、制御パケットを複数
回ずつ送信する必要はない。
【００３４】
図３は、本発明の第２の実施例である制御パケット伝送システム２００を示すブロック図
である。
【００３５】
制御パケット伝送システム２００は、送信側端末ＴＲ２と、受信側端末ＲＥ２と、ネット
ワークＮＷとを有する。
【００３６】
送信側端末ＴＲ２は、同一の制御情報を持つ制御パケットＰ２を複数回ずつ送信する。制
御パケットＰ２は、ＵＤＰプロトコルによって送付され、制御パケットＰ２内には、識別
子と、「表示する」というコマンドを示すコマンド番号と、表示すべきＵＲＬを示す文字
列のコマンドの引数とが含まれている。
【００３７】
つまり、制御パケットＰ２は、所定の制御情報を具備し、予め定められているＵＲＬの表
示を命令する制御パケットである。
【００３８】
なお、制御パケットＰ２を送信する場合、受信側端末ＲＥ２の数に応じて、ユニキャスト
、マルチキャスト、ブロードキャストのいずれをも利用することができる。
【００３９】
受信側端末ＲＥ２は、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ２を受信し、受信した
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制御パケットＰ２によって、インターネットのコンテンツを表示するブラウザに、特定の
ＵＲＬを表示するものである。
【００４０】
受信側端末ＲＥ２は、パケット受信部１２と、識別子記憶部２２と、制御部３２と、ブラ
ウザ４２とを有する。
【００４１】
パケット受信部１２は、ネットワークＮＷから制御パケットＰ２を受け取る部分である。
識別子記憶部２２は、制御パケットＰ２の識別子を記憶する部分である。
【００４２】
制御部３２は、受け取った制御パケットＰ２の識別子と、識別子記憶部２２に記憶されて
いる識別子（旧識別子）とを比較し、両識別子が互いに異なると、受け取った制御パケッ
トＰ２内の識別子（新識別子）を、識別子記憶部２２に記憶させ、制御パケットＰ２のＵ
ＲＬを表示させるＵＲＬ表示命令を出力する部分である。つまり、制御部３２は、新たに
受信した制御パケットとその直前に受信した上記制御パケットとを比較する制御パケット
比較手段の例である。
【００４３】
ブラウザ４２は、制御パケットＰ２のＵＲＬ表示命令を、制御部３２から受け取り、表示
命令の対象である制御パケットＰ２のＵＲＬを表示する部分である。
【００４４】
つまり、ブラウザ４２は、新たに受信した制御パケットと直前に受信した制御パケットと
が異なることを、制御パケット比較手段が判断すると、上記直前に受信した制御パケット
におけるＵＲＬを表示する表示手段の例である。
【００４５】
次に、本発明の第２の実施例である制御パケット伝送システム２００における制御動作に
ついて、説明する。
【００４６】
まず、送信側端末ＴＲ２が、互いに同一の制御情報を持つ制御パケットＰ２を複数回ずつ
送信する。制御パケットＰ２には、制御情報の同一性を判断するための識別子が含められ
、受信側端末ＲＥ２は、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ２を受信部１２で受
け取り、制御部３２は、受け取った制御パケットＰ２の識別子（新識別子）と、既に受け
取った制御パケットＰ２の識別子（旧識別子）とを比較し、互いに異なる識別子であると
判断すると、新たな制御内容の制御パケットＰ２を受け取ったと判断し、制御パケットＰ
２に含まれているコマンドの引数で指示されたＵＲＬを、ブラウザ４２に送り、ＵＲＬ表
示命令を実行させる。
【００４７】
また、受け取った制御パケットＰ２の識別子（新識別子）と、既に受け取った制御パケッ
トＰ２の識別子（旧識別子）とが、互いに異なる識別子であると判断すると、識別子記憶
部２２に既に記憶されている識別子が、新たな制御内容の制御パケットＰ２の識別子に更
新される。
【００４８】
受け取った制御パケットＰ２の識別子が、既に受け取った制御パケットＰ２の識別子と同
じであると判断すると、制御パケットＰ２は、既に受け取り済みとして無視され、対応す
るＵＲＬが表示されない。
【００４９】
次の制御パケットＰ２を受け取ったときにも、上記と同様に、受け取った制御パケットＰ
２の識別子と、既に受け取り識別子記憶部２２に記憶されている識別子とが比較され、互
いに異なる識別子を持つと判断すると、新たな制御内容の制御パケットＰ２を受け取った
と判断し、上記新たに受け取った制御パケットＰ２に含まれているコマンドの引数で指示
されたＵＲＬを、ブラウザ４２に送り、ＵＲＬ表示命令を実行させる。
【００５０】

10

20

30

40

50

(5) JP 3763529 B2 2006.4.5



受信側端末ＲＥ２が複数存在する場合も、他の受信側端末ＲＥ２に、上記と同様の処理を
実行する。
【００５１】
本発明の第２の実施例である制御パケット伝送システム２００によれば、制御パケットを
端末間で伝送する場合、従来例のように「パケットを受信した」という応答を受信側端末
に実行させる必要がないので、制御パケットを端末間で、迅速かつ確実に伝送することが
でき、また、特定のＵＲＬを、迅速かつ確実に表示することができる。
【００５２】
図４は、本発明の第３の実施例である制御パケット伝送システム３００を示すブロック図
である。
【００５３】
制御パケット伝送システム３００は、送信側端末ＴＲ３と、受信側端末ＲＥ３と、ネット
ワークＮＷとを有する。
【００５４】
図５は、制御パケット伝送システム３００において使用する制御パケットＰ３の構成例を
示す図である。
【００５５】
送信側端末ＴＲ３は、同一の制御情報を持つ制御パケットＰ３を、連続して複数回ずつ送
信し、制御パケットＰ３には、図５に示すように、制御情報の同一性を判断するための識
別子と、受信側端末ＲＥ３が次に受け取るべき制御パケットに対応する識別子である次識
別子とが含められている。
【００５６】
受信側端末ＲＥ３は、受信部１３と、識別子記憶部２３と、制御部３３と、制御命令実行
部４３とを有する。
【００５７】
受信部１３は、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ３を受信する。識別子記憶部
２３は、受信した識別子と、次識別子とを記憶する。
【００５８】
制御部３３は、新たに受け取った制御パケットＰ３の識別子と、既に受け取った制御パケ
ットＰ３の次識別子とを比較し、同一識別子であると判断すると、新たな制御内容の制御
パケットＰ３を受け取ったと判断し、上記判断された新たな制御内容に応じた制御命令を
出力する。また、制御部３３は、新たな制御内容の制御パケットＰ３を受け取ったと判断
したときに、既に識別子記憶部２３に記憶されている次識別子を、新たな制御内容の制御
パケットＰ３に含まれている次識別子に更新させる。
【００５９】
制御命令実行部４３は、制御部３３が出力した制御命令に応じた動作を実行する。
【００６０】
制御部３３は、新たに受け取った制御パケットの識別子と、直前に受け取った制御パケッ
トにおける次識別子とを比較し、上記新たに受け取った上記制御パケットの識別子と、上
記直前に受け取った上記制御パケットにおける次識別子とが同じであれば、新たな制御内
容の上記制御パケットを受信したことを判断する手段の例である。
【００６１】
次に、制御パケット伝送システム３００の制御動作について説明する。
【００６２】
まず、ネットワークＮＷを介して、新たな制御パケットＰ３を、受信側端末ＲＥ３の受信
部１３が受け取ると、新たに受け取った制御パケットＰ３に含まれている識別子と、既に
受け取った制御パケットＰ３に含まれている次識別子とを、制御部３３が比較し、同一識
別子であると判断すると、新たな制御内容の制御パケットＰ３を受け取ったと判断し、制
御部３３が、上記新たな制御パケットＰ３に含まれている制御命令を出力し、制御命令実
行部４３が、上記新たな制御パケットＰ３に含まれている制御命令を実行する。
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【００６３】
また、新たな制御内容の制御パケットＰ３を受け取ったことを、制御部３３が判断すると
、識別子記憶部２３に既に記憶されている次識別子が、上記新たに受け取った制御パケッ
トＰ３に含まれている次識別子に更新される。
【００６４】
受け取った制御パケットＰ３の識別子が、既に受け取った制御パケットＰ３の次識別子と
異なっていると判断すると、受け取った制御パケットＰ３は、既に受け取り済みの制御パ
ケットであるとして無視される。
【００６５】
なお、立ち上げ時には、予め決められた初期値が、次識別子として、識別子記憶部２３に
記憶される。この初期値（次識別子）と一致する識別子を、次識別子として持つ制御パケ
ットを受信すると、上記動作が開始される。
【００６６】
また、終了識別子を予め定め、制御パケットの識別子として、上記識別子、上記次識別子
以外には、終了識別子を新たに設けないこととし、次識別子として終了識別子を設定し、
この設定された制御パケットを送付する。このようにすれば、終了識別子を新たに設けな
くても、受信側端末ＲＥ３の動作を停止することができる。
【００６７】
そして、次の制御パケットＰ３を受け取ったときにも、上記と同様に、受け取った制御パ
ケットＰ３の識別子と、既に受け取り識別子記憶部２３に記憶されている次識別子とを比
較し、受け取った制御パケットＰ３の識別子と、既に受け取り識別子記憶部２３に記憶さ
れている次識別子とが同じであると判断されれば、制御命令を実行する。受信側端末ＲＥ
３が複数、存在する場合、２つ目以降の受信側端末ＲＥ３は、上記と同様の処理を実行す
る。
【００６８】
制御パケット伝送システム３００によれば、迅速処理で確実に制御パケットを端末間で伝
送し、複数の制御命令を決まった順序でより確実に実行することができる。
【００６９】
なお、制御パケット伝送システム３００を、制御パケット伝送システム２００に適用する
ようにしてもよい。
【００７０】
図６は、本発明の第４の実施例である制御パケット伝送システム４００を示すブロック図
である。
【００７１】
第４の実施例である制御パケット伝送システム４００は、送信側端末ＴＲ４と、受信側端
末ＲＥ４と、ネットワークＮＷとを有する。
【００７２】
送信側端末ＴＲ４は、同一の制御情報を持つ制御パケットＰ４を複数回ずつ送信する端末
であり、制御パケットＰ４には、制御情報の同一性を判断するための識別子と、送信側端
末ＴＲ４に設定されているパスワードとが含められている。
【００７３】
図７は、制御パケット伝送システム４００において使用する制御パケットＰ４の構成例を
示す図である。
【００７４】
受信側端末ＲＥ４は、固有のパスワードが設定され、受信部１４と、識別子記憶部２４と
、制御部３４と、制御命令実行部４４とを有する。
【００７５】
識別子記憶部２４には、受信側端末ＲＥ４の固有のパスワードが設定されている。
【００７６】
受信側端末ＲＥ４が、ネットワークＮＷを介して、制御パケットＰ４を受け取り、受け取
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った制御パケットＰ４中のパスワードと、識別子記憶部２４に設定されている固有のパス
ワードとが一致していることを制御部３４が判断した場合に限り、制御パケット伝送シス
テム１００と同様の動作を実行する。
【００７７】
つまり、受信側端末ＲＥ４は、送信側端末ＴＲ４に設定されているパスワードと、受信側
端末ＲＥ４に設定されている固有のパスワードとが一致したときに、受信側端末ＲＥ４が
制御パケットＰ４を受信することができる端末である。
【００７８】
制御パケット伝送システム４００によれば、ネットワークＮＷ上の複数の受信側端末のう
ちで、同一のパスワードを持つ受信側端末だけを対象にした制御を、ブロードキャストま
たはマルチキャストによって実行することができ、迅速かつ確実に、制御パケットを端末
間で伝送し、複数の制御命令を決まった順序でより確実に実行することができる。
【００７９】
また、制御パケット伝送システム４００を、制御パケット伝送システム２００、３００に
適用することができる。
【００８０】
なお、制御パケット伝送システム１００、２００、３００、４００における各処理動作を
方法の発明として把握することができ、この場合にも、迅速処理で確実に制御パケットを
端末間で伝送することもできる。
【００８１】
上記各実施例において、制御パケットに含まれている識別子に基づいて、受信端末が各判
断を実行するので、新たな制御内容の制御パケットを受信したことを確実に判断すること
ができる。
【００８２】
なお、上記実施例における上記動作を、コンピュータプログラムで表現するようにしても
よく、また、上記表現されたコンピュータプログラムを、ＣＤ、ＦＤ、ＨＤ、半導体メモ
リ等の記録媒体に記録するようにしてもよい。
【００８３】
【発明の効果】
本発明によれば、複数の受信側端末へ制御パケットを送信する場合、制御パケットを、迅
速かつ確実に、端末間で伝送することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例である制御パケット伝送システム１００を示すブロック図
である。
【図２】上記実施例における制御パケットＰ１の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施例である制御パケット伝送システム２００を示すブロック図
である。
【図４】本発明の第３の実施例である制御パケット伝送システム３００を示すブロック図
である。
【図５】制御パケット伝送システム３００において使用する制御パケットＰ３の構成例を
示す図である。
【図６】本発明の第４の実施例である制御パケット伝送システム４００を示すブロック図
である。
【図７】制御パケット伝送システム４００において使用する制御パケットＰ４の構成例を
示す図である。
【図８】従来の制御パケット伝送システム５００を示すブロック図である。
【符号の説明】
１００～４００…制御パケット伝送システム、
ＴＲ１～ＴＲ４…送信側端末、
ＲＥ１～ＲＥ４…受信側端末、
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Ｒ１～Ｐ４…制御パケット、
１１～１４…パケット受信部、
２１～１４…識別子記憶部、
３１～３４…制御部、
４１、４３、４４…制御命令実行部、
４２…ブラウザ。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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